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国家戦略特区 検討要請回答 

規制改革事項 特定区画漁業権（養殖業）の免許に関する優先順位等の見

直し 

提案者 三陸漁業生産組合 

 

制度の所管・関係府省庁 農林水産省 

関係法令 漁業法第 14 条、16 条、18 条 

 

提案内容  

・特定区画漁業権（養殖業）の免許に関する優先順位については、 も高い競争

力を有する漁業者（民間企業等）が地元漁協並みの調整力を有している場合に

は、第一順位を第二順位・第三順位と同列とするとともに、第二順位・第三順位

の「地元漁民の７割以上を含む法人」「地元漁民の７人以上で構成される法人」

との要件を緩和し、「３割以上」「３人以上」とする。 

提案に対する回答  

・狭い海面で多くの漁業者により営まれる養殖業においては、全体を総合的に管

理調整することができる者として、地元漁協に対し、優先的に免許を与えること

が必要。 

 

・地元漁協の管理調整の下でも漁業生産組合等をはじめ多くの法人が養殖業を

営んでいる実態。 

 

・要望元の三陸漁業生産組合（岩手県）については、地元漁民が７人以上いる法

人であり、現行制度でも法人組合員として養殖業に参入可能。 

 

【関係法令抜粋】 

漁業法（抄）（昭和二十四年十二月十五日法律第二百六十七号） 

（免許についての適格性）  

第十四条 （略）  

２  特定区画漁業権の内容たる区画漁業の免許については、第十一条に規定

する地元地区（以下単に「地元地区」という。）の全部又は一部をその地区内

に含む漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会で

あつて当該特定区画漁業権の内容たる漁業を営まないものは、前項の規定にか

かわらず、次に掲げるものに限り、適格性を有する。ただし、水産業協同組合

法第十八条第四項 の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁
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業を営む者に限る漁業協同組合及びその漁業協同組合を会員とする漁業協同組

合連合会は、適格性を有しない。  

一  その組合員のうち地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世

帯の数が、地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数の三分

の二以上であるもの  

二  二以上共同して申請した場合において、これらの組合員のうち地元地区

内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の総数が、地元地区内に住所を

有し当該漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの  

３～５（略）  

６  第十一条第五項の規定により公示された特定区画漁業権の内容たる区画

漁業に係る漁場の区域の全部が当該公示の日（当該区画漁業に係る漁場の区域

について同項の規定による変更の公示がされた場合には、当該公示の日）以前

一年間に当該区画漁業を内容とする特定区画漁業権の存しなかつた水面である

場合における当該特定区画漁業権の内容たる区画漁業の免許については、地元

地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又はその漁業協同組合を

会員とする漁業協同組合連合会であつて当該特定区画漁業権の内容たる漁業を

営まないものは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、次に掲げるものに限

り、適格性を有する。  

一  その組合員のうち地元地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を

営む者（河川以外の内水面における当該漁業の免許については当該内水面にお

いて一年に三十日以上漁業を営む者、河川における当該漁業の免許については

当該河川において一年に三十日以上水産動植物の採捕又は養殖をする者。以下

同じ。）の属する世帯の数が、地元地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸

漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの  

二  二以上共同して申請した場合において、これらの組合員のうち地元地区

内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の総数が、地

元地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の

三分の二以上であるもの  

７～１１（略） 

 

（定置漁業の免許の優先順位）  

第十六条  （略） 

２～５（略）    

６  地元漁民七人以上が組合員、社員又は株主となつている法人（株式会社

にあつては、公開会社でないものに限る。）であつて次の各号のいずれにも該

当するものは、前各項の規定にかかわらず、第一順位とする。  
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一  漁業を営むことを主たる目的とする者であること。  

二  組合員、社員又は株主の過半数が、当該海区においてその申請に係る漁

業と同種の漁業に経験がある者であるか又は当該漁業の免許が他の者にされた

ときは従前の生業を失うに至る者であること。  

三  組合員、社員又は株主の三分の二以上がその営む事業に常時従事する者

であること。  

四  組合員若しくは社員のうちその営む事業に常時従事する者の出資額又は

株主のうちその営む事業に常時従事する者の有する株式の数の合計が、総出資

額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。  

７  前項の規定により同順位の者がある場合においては、都道府県知事は、

免許をするには、その申請に係る漁業について第五項第三号から第六号までに

掲げる事項を勘案しなければならない。  

８  次の各号のいずれかに該当する者は、前各項の規定にかかわらず、第一

順位とする。  

一  地元地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合であつて、次

のいずれにも該当するもの 

イ 組合員（二以上共同して申請した場合には、これらの総組合員）のうち地

元漁民である者の属する世帯の数が、地元漁民の属する世帯の数の七割以上で

あること。 

ロ 組合員である地元漁民が議決権及び出資額において過半を占めているこ

と。 

二  地元漁民が組合員、社員又は株主となつている法人（株式会社にあつて

は公開会社でないものに限り、漁業協同組合を除く。）であつて、次のいずれ

にも該当するもの 

イ 組合員、社員又は株主（二以上共同して申請した場合には、その総組合

員、総社員又は総株主）のうち地元漁民である者の属する世帯の数が、地元漁

民の属する世帯の数の七割以上であること。 

ロ 当該漁業に常時従事する者の三分の一以上が、その組合員、社員若しくは

株主であるか又はこれらと世帯を同じくする者であること。 

ハ 組合員、社員又は株主である地元漁民の有する議決権の合計が総組合員、

総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、組合員若しくは社員で

ある地元漁民の出資額又は株主である地元漁民の有する株式の数の合計が総出

資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。 

三  第一号の漁業協同組合又は前号の法人が組合員、社員又は株主となつて

いる法人（株式会社にあつては、公開会社でないものに限る。）であつて、次

のいずれにも該当するもの 
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イ 当該漁業に常時従事する者の三分の一以上が、その組合員、社員若しくは

株主である第一号の漁業協同組合若しくは前号の法人の組合員、社員若しくは

株主であるか又はこれらと世帯を同じくする者であること。 

ロ 組合員、社員又は株主である第一号の漁業協同組合又は前号の法人の有す

る議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、

かつ、組合員若しくは社員である第一号の漁業協同組合若しくは前号の法人の

出資額又は株主である第一号の漁業協同組合若しくは前号の法人の有する株式

の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。 

９  前項第一号イ又は第二号イの規定により世帯の数を計算する場合におい

て、その組合員、社員又は株主が法人であるときは、当該法人（株式会社にあ

つては、公開会社でないものに限る。以下この項において同じ。）の組合員、

社員若しくは株主又は当該法人の組合員、社員若しくは株主である法人の組合

員、社員若しくは株主のうち地元漁民である者の属する世帯の数により計算す

るものとする。  

１０  地元漁民又は地元漁民が組合員、社員若しくは株主となつている法人

（株式会社にあつては、公開会社でないものに限る。）が第八項第一号の漁業

協同組合又は同項第二号若しくは第三号の法人に加入を申し出た場合には、そ

の申出を受けた者は、正当な事由がなければ、これを拒むことができない。地

元地区の全部若しくは一部をその地区内に含む漁業協同組合又は地元漁民が組

合員、社員若しくは株主となつている法人（株式会社にあつては、公開会社で

ないものに限る。）が第八項第一号の漁業協同組合又は同項第二号の法人に対

し当該漁業の免許を共同して申請することを申し出た場合も、同様とする。  

１１  （略）  

１２  二人以上共同して申請した場合において、その申請者が第六項又は第

八項に規定する者に該当するかどうかは、各申請者のうち第六項又は第八項に

規定する者に該当する者が議決権及び出資額において過半を占めているかどう

かによつて定める。  

１３～１４（略） 

第十八条  特定区画漁業権の内容たる区画漁業の免許の優先順位は、第十四

条第二項又は第六項の規定により適格性を有する者を第一順位とする。  

２  前項に規定する者が申請しない場合においては、前条並びに第十六条第

六項から第十項まで及び第十二項の規定を準用する。この場合において、同条

第六項中「前各項」とあるのは「第十八条第二項において準用する第十七条」

と、同条第八項中「前各項」とあるのは「第十八条第二項において準用する第

十七条並びに第十六条第六項及び第七項」と読み替えるものとする。 


